
情
報
通
信
技
術
の
発
展
に

よ
り
、
莫
大
な
個
人
情
報
が

収
集
デ
ー
タ
化
さ
れ
、
い
わ

ゆ
る
名
簿
屋
に
カ
モ
名
簿
に

利
用
さ
れ
る
な
ど
、
個
人
情

報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、

国
民
の
懸
念
が
増
大
し
す
る

な
ど
、
そ
の
取
り
巻
く
環
境

は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

「
個
人
情
報
保
護
法
」
が

平
成
１
５
年
に
５
月
に
施
行

さ
れ
、
そ
の
後
平
成
２
７
年

９
月
に
改
正
さ
れ
、
こ
れ
ま

で
は
、
５
０
０
０
人
以
下
の

個
人
情
報
し
か
有
し
な
い
小

規
模
事
業
者
は
法
規
制
の
対

象
外
で
し
た
が
、
営
利
、
非

営
利
を
問
わ
ず
、
「
全
て
の

事
業
者
」
が
適
用
の
対
象
と

な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
「
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
組
合
」
も
「
組
合
員

名
簿
」
「
居
住
者
名
簿
」
は

「
個
人
情
報
」
を
有
し
て
い

る
た
め
に
規
制
が
適
用
さ
れ

る
事
に
な
り
ま
し
た
。

「
名
簿
」
は
円
滑
な
管
理
組

合
運
営
を
行
う
上
で
、
必
要

か
つ
重
要
な
役
割
を
果
た
す

も
の
で
、
日
常
の
管
理
組
合

運
営
以
外
に
も
、
使
用
さ
れ

る
以
外
に
、
非
常
時
の
対
応

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
に
活

か
す
た
め
に
も
、
名
簿
の
管

理
、
閲
覧
や
配
布
等
に
つ
い

て
も
法
律
の
規
定
に
則
っ
た

適
切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

〇
個
人
情
報
の
利
用
目
的

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
に
つ

い
て
、
利
用
目
的
を
出
来
る

限
り
特
定
し
、
予
め
本
人
の

同
意
を
得
た
上
で
、
保
有
す

る
個
人
情
報
デ
ー
タ
を
本
人

の
知
り
得
る
状
態
に
置
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〇
利
用
目
的
を
「
規
約
に
定

め
る
管
理
組
合
の
業
務
の
た

め
に
利
用
す
る
。
」

と
特
定
し
、
こ
れ
を
マ
ン
シ
ョ

ン
取
得
時
の
「
重
要
事
項
説

明
」
で
通
知
し
た
り
、
平
時

に
お
い
て
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン

内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
取

り
扱
い
に
つ
き
「
規
約
」
・

「
細
則
」
に
明
記
さ
れ
て
い

る
事
を
掲
示
し
た
り
し
て
組

合
員
各
自
に
「
保
管
の
適
正

性
」
を
周
知
す
る
な
ど
の
措

置
を
講
じ
る
事
が
望
ま
し
い

で
し
ょ
う
。

規
約
、
細
則
に
届
け
出
義

務
を
設
け
て
い
て
も
、
個
人

情
報
の
取
り
扱
い
に
敏
感
な

人
が
増
え
て
い
ま
す
の
で
、

管
理
会
社
へ
の
名
簿
の
提
出

に
は
、
記
載
内
容
に
年
齢
、

勤
務
先
、
連
絡
先
な
ど
は
、

個
人
が
記
載
し
た
く
無
い
よ

う
な
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関

す
る
項
目
が
含
ま
れ
て
い
な

い
か
な
ど
を
見
直
し
、
提
出

し
や
す
い
内
容
の
も
の
に
す

る
事
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
同
じ
マ
ン
シ
ョ
ン
内

の
住
人
が
、
名
簿
の
管
理
、

名
簿
の
管
理
を
す
る
場
合
、

守
秘
義
務
を
徹
底
す
る
様
に
、

細
則
を
制
定
し
、
安
心
し
て

名
簿
の
提
出
が
出
来
る
様
、

環
境
整
備
に
努
め
る
事
が
大

切
で
す
。

1
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〇
個
人
情
報
保
護
法
の
提
供

予
め
本
人
の
同
意
を
得
な

い
で
、
個
人
デ
ー
タ
を
第
三

者
に
提
供
す
る
事
を
原
則
と

し
て
禁
止
し
て
い
ま
す
。

地
元
の
町
内
会
か
ら
、
マ
ン

シ
ョ
ン
内
の
高
齢
者
へ
の
連

絡
を
取
り
た
い
為
、
名
簿
が

欲
し
い
と
言
わ
れ
た
場
合
ど

う
対
処
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
か
、

「
個
人
情
報
保
護
法
」
で

は
、
原
則
と
し
て
、
「
予
め

本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、

個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提

供
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と

し
て
い
ま
す
。

外
部
の
組
織
等
に
情
報
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
利
用

目
的
の
特
定
、
名
簿
掲
載
の

情
報
を
提
供
す
る
段
階
で
本

人
の
同
意
を
得
て
置
く
事
や
、

提
出
用
紙
へ
の
記
載
、
問
い

合
わ
せ
先
に
関
す
る
記
載
が

必
要
で
す
。

尚
、
情
報
を
第
三
者
に
提

供
し
た
場
合
は
「
い
つ
、
誰

の
ど
ん
な
情
報
を
、
誰
に
提

供
し
た
の
か
、
」
に
つ
い
て

記
録
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

〇
「
管
理
計
画
認
定
制
度
」

に
は
、
毎
年
「
組
合
員
名
簿
」

「
居
住
者
名
簿
」
の
更
新
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

管
理
会
社
が
区
分
所
有
者

名
簿
を
作
成
・
管
理
し
て
い

る
場
合
で
も
、
管
理
組
合
か

ら
、
開
示
請
求
を
受
け
た
ら

管
理
会
社
は
理
事
長
の
指
示

を
受
け
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

侵
害
し
な
い
よ
う
に
慎
重
に

対
応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。具

体
的
な
開
示
方
法
に
つ

い
て
は
、
管
理
委
託
契
約
の

内
容
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
」

と
な
ら
な
い
よ
う
、
適
正
に

管
理
委
託
契
約
の
条
項
を
定

め
ま
し
ょ
う
。

〇
区
分
所
有
者
名
簿
と
居
住

者
名
簿
を
一
体
に
し
て
も
か

ま
わ
な
い
か
。

管
理
計
画
認
定
制
度
に
は

『
「
組
合
員
名
簿
」
（
区
分

所
有
者
名
簿
）
及
び
「
居
住

者
名
簿
」
を
備
え
る
と
共
に
」
』

と
あ
り
ま
す
。

名
簿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
作

成
し
、
目
的
を
明
確
に

し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
組
合
員
名
簿
」
は
、
総
会

案
内
や
区
分
所
有
法
に
定
め

ら
れ
た
決
議
事
項
等
の
案
内

に
利
用
し
ま
す
。

一
方
、
「
居
住
者
名
簿
」
は
、

有
事
の
際
の
「
緊
急
連
絡
先
」

等
、
組
合
員
名
簿
以
上
に
情

報
を
記
載
し
て
も
ら
う
こ
と

が
多
い
た
め
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
保
護
は
更
に
重
要
で
す
。

利
用
目
的
の
特
定
を
本
人

の
同
意
を
得
て
置
く
事
や
、

提
出
用
紙
へ
の
問
い
合
わ
せ

先
の
記
載
等
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、

必
要
な
時
に
活
用
出
来
る
よ

う
利
便
性
を
確
保
し
、
目
的

外
利
用
を
防
止
す
る
事
が
必

要
で
す
。

閲
覧
請
求
が
合
っ
た
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応

じ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
従
っ
て
名
簿
は
、

別
々
に
作
成
す
る
事
が
必
要

で
す
。

「
閲
覧
」
行
為
も
第
三
者
へ

の
提
供
に
該
当
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
名
簿
の

閲
覧
は
、
管
理
規
約
自
体
に

定
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、

第
三
者
提
供
の
同
意
が
有
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

〇
「
組
合
員
名
簿
」
の
細
則

に
定
め
る
必
要
事
項

・
趣
旨

・
用
語
の
定
義

・
利
用
目
的

・
名
簿
の
管
理
者

・
名
簿
の
管
理
方
法

・
更
新
に
必
要
な
調
査

・
作
成
及
び
更
新

・
不
要
名
簿
の
廃
棄

等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

〇
「
居
住
者
名
簿
」
の
細
則

に
定
め
る
必
要
事
項

・
部
屋
番
号

・
世
帯
主

・
居
住
者
氏
名

・
電
話
番
号

・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

尚
、
管
理
会
社
か
ら
、
詳
細

に
勤
務
先
や
子
ど
も
の
学
校

等
、
個
人
情
報
に
関
す
る
事

項
の
記
載
の
依
頼
が
あ
っ
た

場
合
、
そ
の
事
項
は
空
白
に

し
て
も
何
ら
問
題
は
有
り
ま

せ
ん
。

2
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項
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一
級
建
築
士

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

丸
岡
庸
一
郎

マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模
修

繕
工
事
（
以
下
大
規
模
修
繕
）

は
、
管
理
組
合
に
お
け
る
一

大
事
業
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
、
何
ら
か
の
パ
ー
ト
ナ
ー

を
活
用
す
る
こ
と
が
多
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
管
理
組
合
だ

け
で
取
組
む
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
多
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー

を
活
用
し
て
進
め
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

〇
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
立
場

で
必
要
な
こ
と
の
一
つ
に
、

「
管
理
組
合
の
立
場
で
」
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
第
三
者
的
な
立
場
で
判
断

し
て
く
れ
る
方
が
必
要
」
と

い
う
フ
レ
ー
ズ
も
聞
き
ま
す

が
、
も
っ
と
い
え
ば
、
パ
ー

ト
ナ
ー
は
管
理
組
合
の
立
場

に
立
っ
て
考
え
る
方
と
い
え

ま
す
。

「
第
三
者
の
立
場
」
で
は

な
く
「
依
頼
者
の
立
場
に
立
っ

て
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
工
事
な
ど
提
案

さ
れ
た
と
き
、
管
理
組
合
側

に
立
っ
て
判
断
す
る
立
場
、

あ
る
い
は
、
適
切
な
良
い
判

断
が
可
能
と
な
る
情
報
を
提

供
す
る
立
場
の
方
が
必
要
で

す
。

〇
パ
ー
ト
ナ
ー
と
工
事
監

理
、
設
計
監
理
方
式
、
責

任
施
工
方
式
に
つ
い
て

パ
ー
ト
ナ
ー
の
選
定
と
と

も
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で

進
め
る
か
と
い
う
議
論
が
あ

り
ま
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
の

が
設
計
監
理
方
式
と
責
任
施

工
方
式
で
す
。
方
式
の
詳
細

は
省
き
ま
す
が
、
工
事
監
理

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。

工
事
監
理
は
、
建
築
士
法
で

は
、
工
事
が
設
計
図
書
の
と

お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か

を
確
認
す
る
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
工
事
監
理
者

は
、
「
発
注
者
の
代
理
人
」

と
い
う
立
場
で
、
本
来
は
発

注
者
に
と
っ
て
な
く
て
は
な

ら
な
い
立
場
で
あ
り
、
施
工

者
と
の
仲
介
役
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

多
く
の
大
規
模
修
繕
は
、
工

事
監
理
者
は
法
的
に
設
置
が

必
要
で
な
く
、
工
事
監
理
者

を
置
く
か
ど
う
か
、
議
論
も

さ
れ
ず
意
外
に
あ
い
ま
い
に

な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。工

事
監
理
を
依
頼
す
る
か

し
な
い
か
、
言
っ
て
み
れ
ば

「
管
理
組
合
の
代
理
人
」
に

な
る
べ
き
立
場
の
方
を
、
活

用
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

べ
き
と
思
わ
れ
ま
す
。

新
築
工
事
の
場
合
は
「
設

計
施
工
」
な
ど
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
多
く
の
新
築
工
事
で

は
法
的
に
工
事
監
理
者
が
必

要
で
、
工
事
監
理
を
建
築
士

事
務
所
に
任
せ
る
か
、
施
工

者
に
施
工
と
と
も
に
任
せ
る

か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

施
工
者
に
す
べ
て
を
任
せ
る

場
合
は
、
そ
の
施
工
者
が
建

築
士
事
務
所
登
録
を
し
て
い

る
場
合
に
は
法
的
に
可
能
で
、

こ
の
場
合
、
同
じ
会
社
に
施

工
と
工
事
監
理
を
委
ね
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

で
は
大
規
模
修
繕
の
場
合

は
ど
う
か
、
方
式
の
議
論
と

と
も
に
、
工
事
監
理
者
を
置

3

大
規
模
修
繕
工
事
と

パ
ー
ト
ナ
ー
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く
か
置
か
な
い
か
と
い
う
こ

と
も
判
断
す
べ
き
で
、
責
任

施
工
方
式
で
あ
っ
て
も
工
事

監
理
者
を
置
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
工
事
監
理
者

の
立
場
は
「
管
理
組
合
の
代

理
人
」
で
す
の
で
、
施
工
者

の
側
の
立
場
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
責
任
施
工
方
式
の
場
合

で
工
事
監
理
者
を
置
く
場
合

は
、
同
じ
施
工
会
社
の
方
が

担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
こ
こ
を
理
解
の
上
、
選

択
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

建
築
士
法
で
は
、
建
築
物

を
新
築
等
行
う
場
合
、
建
築

士
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
設

計
又
は
工
事
監
理
の
業
務
範

囲
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
下
表
参
照
）
。

建
築
士
の
種
類
別
の
業
務
範

囲
内
建
築
士
で
な
け
れ
ば
で

き
な
い
設
計
又
は
工
事
監
理

（
公
財
）
建
築
技
術
教
育
普

及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り

前
頁
の
表
は
、
基
本
的
に

は
新
築
の
場
合
で
す
の
で
、

大
規
模
修
繕
は
、
建
築
士
で

な
く
て
も
設
計
監
理
は
可
能

な
業
務
で
す
。
建
築
士
で
な

く
て
も
可
能
な
中
で
、
パ
ー

ト
ナ
ー
の
選
択
で
建
築
士
事

務
所
か
ら
選
択
す
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
認
識
し
て
い

た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

〇
士
業
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
弁
護
士
を
始
め
と
し

て
多
く
の
士
業
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
士
業
の
多
く
は
、

業
務
を
独
占
的
に
行
え
る
資

格
で
、
建
築
士
も
そ
の
一
つ

で
す
。
し
か
し
建
築
士
に
つ

い
て
は
、
他
の
士
業
と
異
な

る
点
が
あ
り
ま
す
。

「
当
社
も
一
級
建
築
士
事
務

所
登
録
を
し
た
の
で
、
設
計

監
理
業
務
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。
」
と
施
工
会
社
や
管

理
会
社
の
方
か
ら
言
葉
を
聞

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

言
葉
は
正
し
い
と
も
言
え
ま

す
し
、
正
確
に
は
足
り
な
い

と
も
言
え
ま
す
。
そ
れ
は
な

ぜ
か
。

士
業
は
基
本
的
に
は
、
資

格
者
が
自
ら
代
表
者
に
な
り
、

業
務
を
行
う
こ
と
が
一
般
的

に
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
代

表
者
は
当
然
に
有
資
格
者
で
、

4
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例
え
ば
弁
護
士
で
な
い
者
が
、

弁
護
士
を
雇
っ
て
弁
護
士
事

務
所
の
開
業
は
で
き
ま
せ
ん
。

建
築
士
事
務
所
は
、
開
設
者

に
は
建
築
士
資
格
は
求
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
建
築
士
事
務

所
は
、
本
人
が
建
築
士
で
な

く
て
も
、
管
理
建
築
士
を
雇

え
ば
開
設
可
能
で
、
こ
こ
が

他
の
士
業
と
異
な
る
点
で
す
。

〇

管
理
建
築
士
は
専
任
、

常
勤
で
、
建
築
士
事
務
所
ご

と
に
一
人
の
管
理
建
築
士
で
、

管
理
建
築
士
の
管
理
の
も
と

で
、
所
属
す
る
建
築
士
等
が

業
務
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

大
規
模
修
繕
の
設
計
監
理

業
務
は
資
格
が
問
わ
れ
な
い

中
で
、
建
築
士
事
務
所
と
し

て
登
録
し
て
修
繕
、
改
修
設

計
と
工
事
監
理
を
業
と
し
て

行
う
と
い
う
こ
と
は
、
担
当

す
る
技
術
者
も
建
築
士
等
の

有
資
格
者
が
行
う
こ
と
が
本

来
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

建
築
士
で
な
い
者
が
建
築
士

事
務
所
で
、
設
計
監
理
業
務

を
行
っ
て
い
る
場
合
、
有
資

格
者
の
管
理
の
下
で
あ
れ
ば
、

業
務
を
行
う
こ
と
は
可
能
で

す
が
、
あ
く
ま
で
も
資
格
者

の
管
理
の
下
で
と
い
う
の
が

前
提
で
あ
り
、
こ
こ
を
大
き

く
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

〇
さ
ら
に
建
築
士
法
に
は
、

設
計
内
容
等
、
建
築
士
が
説

明
す
る
努
力
義
務
が
あ
り
ま

す
。
管
理
組
合
へ
の
説
明
な

ど
、
建
築
士
以
外
の
ス
タ
ッ

フ
だ
け
で
業
務
を
進
め
る
の

は
、
こ
の
法
令
の
趣
旨
に
反

し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
建
築
士
事
務

所
の
選
定
の
場
合
に
は
、
事

務
所
登
録
だ
け
で
な
く
、
担

当
技
術
者
の
資
格
の
確
認
が

望
ま
し
く
、
建
築
士
資
格
で

あ
る
こ
と
が
前
提
で
す
。

〇
「
一
級
建
築
士
事
務
所
登

録
を
し
た
の
で
、
設
計
監
理

業
務
が
可
能
」
は
、
間
違
い

で
は
な
い
で
す
が
、
業
務
を

可
能
と
す
る
に
は
、
運
用
の

実
態
な
ど
、
建
築
士
法
等
を

順
守
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
建
築
士
事
務
所
と
し
て

登
録
す
れ
ば
、
名
義
だ
け
の

管
理
建
築
士
の
下
で
、
建
築

士
で
な
い
者
が
、
自
由
に
勝

手
に
設
計
監
理
業
務
が
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

〇
建
築
士
事
務
所
と
所
属
建

築
士
の
義
務
、
事
務
所
の
選

定
に
あ
た
り
建
築
士
事
務
所

の
所
属
建
築
士
は
３
年
に
１

回
法
定
講
習
受
講
の
義
務
が

あ
り
、
法
定
講
習
を
受
講
し

て
い
な
い
も
の
が
設
計
監
理

業
務
を
担
当
す
る
の
は
法
令

違
反
と
な
り
ま
す
。

勘
違
い
さ
れ
や
す
い
の
が
、

所
属
の
建
築
士
と
は
そ
の
会

社
の
社
員
で
あ
れ
ば
よ
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
登
録

し
て
い
る
事
務
所
に
、
所
属

建
築
士
と
し
て
都
道
府
県
知

事
等
に
届
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
前
提
で
す
。

記
①
②
（
前
頁
表
）
一
般

的
な
事
務
所
の
例
と
法
の
趣

旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
例
で

す
。

〇
建
築
士
事
務
所
は
、
一
年

に
一
回
都
道
府
県
知
事
等
に
、

設
計
等
の
業
務
に
関
す
る
報

告
が
義
務
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
報
告
内
容
は
事
務
所
や

所
属
建
築
士
の
名
簿
、
業
務

実
績
、
管
理
建
築
士
の
意
見

概
要
等
、
ま
た
定
期
講
習
受

講
状
況
等
、
必
要
な
情
報
を

確
認
で
き
ま
す
の
で
、
活
用

も
一
方
法
で
す
。

以
上
、
一
級
建
築
士
事
務

所
を
登
録
す
れ
ば
そ
れ
で
良

し
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
、

建
築
士
事
務
所
の
実
績
だ
け

で
な
く
、
建
築
士
自
身
の
実

績
、
ま
た
そ
の
実
績
は
建
築

士
取
得
以
後
の
実
績
か
ど
う

か
、
な
ど
、
事
務
所
の
選
定

に
は
あ
く
ま
で
も
「
建
築
士

事
務
所
」
と
し
て
の
評
価
を

す
べ
き
で
す
。
特
に
施
工
会

社
や
管
理
会
社
等
が
設
計
監

理
の
場
合
、
建
築
士
事
務
所

と
し
て
業
務
す
る
以
上
は
、

会
社
規
模
や
全
体
の
実
績
で

は
な
く
、
設
計
監
理
実
績
、

所
属
建
築
士
実
績
な
ど
、
建

築
士
事
務
所
と
し
て
の
評
価

を
す
る
こ
と
が
、
適
切
な
パ
ー

ト
ナ
ー
選
び
の
第
一
歩
と
思

わ
れ
ま
す
。

〇
契
約
先
の
、
管
理
会
社
か

ら
、
「
前
回
、
大
規
模
修
繕

実
施
か
ら
１
２
年
が
経
過
し

て
い
ま
す
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
、

大
規
模
修
繕
の
時
期
に
な
り

ま
す
の
で
、
経
年
劣
化
診
断

を
行
っ
た
ら
如
何
で
し
ょ
う

か
、
無
料
で
診
断
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。
」
と
理
事
会
の
席

で
工
事
の
提
案
が
行
わ
れ
た

ら
、
「
ど
う
ぞ
、
参
考
程
度

に
し
ま
す
。
」
と
し
、
本
当

に
今
や
る
べ
き
か
、
先
に
伸

ば
し
て
も
問
題
な
い
か
、
予

算
と
積
立
金
残
高
が
、
将
来

の
設
備
等
の
経
年
サ
イ
ク
ル

に
補
修
、
修
繕
に
影
響
は
出

な
い
か
等
、
資
金
計
画
を
し
っ

か
り
立
て
、
専
門
家
な
り
に

相
談
し
必
要
性
の
あ
る
箇
所

だ
け
修
繕
す
る
事
も
一
考
す

べ
き
で
し
ょ
う
。

5
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今
年
度
、
国
が
住
宅
分
野

に
行
っ
て
い
る
補
助
事
業
を

列
挙
し
ま
し
た
。

但
し
、
予
算
が
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
補
助
金
・
助
成
金
が

無
く
な
り
次
第
に
終
了
に
な

り
ま
す
。

下
記
比
較
表
の
⑤
は
東
京
都

の
事
業
に
な
り
ま
す
。
参
考

ま
で
、

埼
玉
県
独
自
の
制
度
で
は
、

区
分
建
物
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は

限
ら
ず
、
「
子
育
て
支
援
」

に
助
成
金
が
あ
り
ま
す
。

サ
ッ
シ
、
玄
関
扉
の
断
熱

化
以
外
に
も
、
省
エ
ネ
事
業

と
し
て
、
高
効
率
給
湯
機
導

入
促
進
に
よ
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

推
進
事
業
費
補
助
金
な
ど
が

有
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
「
子
ど
も
未
来

住
宅
支
援
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
」
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。
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さ
い
た
ま
市
は
埼
玉
県
の

南
東
部
に
位
置
し
、
平
成
１

３
年
５
月
１
日
に
浦
和
市
、

大
宮
市
、
与
野
市
の
３
市
が

合
併
し
、
「
政
令
指
定
都
市
」

が
誕
生
し
、
平
成
１
７
年
４

月
に
は
岩
槻
市
も
加
わ
り
、

現
在
は
人
口
１
３
４
万
人
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

東
京
の
都
心
部
か
ら
は
、

北
西
に
約
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
距
離
に
あ
り
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
ス
ト
ッ
ク
戸

数
は
令
和
４
年
１
月
現
在
で

１
１
７
４
管
理
組
合
１
１
１
，

４
０
８
戸
、
２
１
１
８
棟

（
さ
い
た
ま
市
マ
ン
シ
ョ
ン

デ
ー
タ
）
で
あ
り
、
マ
ン
シ
ョ

ン
化
比
率
は
、
１
８
・
７
４

％
と
な
っ
て
お
り
、
住
宅
全

体
の
約
２
割
を
占
め
る
主
要

な
居
住
形
態
と
な
っ
て
い
ま

す
。

〇
「
「
さ
い
た
ま
市
住
生
活

基
本
計
画
」
を
踏
ま
え
て
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
適
正
化

に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
具

体
的
な
取
り
組
み
を
定
め
て

い
る
処
で
す
。
詳
細
に
付
い

て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
さ
い

た
ま
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適

正
化
推
進
計
画
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

〇
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー

ナ

格
闘
技
や
コ
ン
サ
ー
ト
、

見
本
市
な
ど
が
開
か
れ
る
時

に
は
、
イ
ベ
ン
ト
に
応
じ
て

セ
ン
タ
ー
ス
テ
ー
ジ
形
式
や

エ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
等
に
セ
ッ

テ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
対

応
し
て
お
り
、
最
大
３
７
０
，

０
０
０
席
を
使
用
で
き
る
国

内
最
大
級
の
多
目
的
ア
リ
ー

ナ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〇
さ
い
た
ま
ス
タ
ジ
ア
ム

２
０
０
２

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ａ
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
を
日
本
で
開
催
す

る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
サ
ッ

カ
ー
ス
タ
ジ
ア
ム
の
一
つ
。

日
本
国
内
の
サ
ッ
カ
ー
専
用

競
技
場
と
し
て
は
最
大
と
な

る
６
３
，
７
０
０
人
を
収
容

し
、
日
本
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
リ
ー

グ
（
Ｊ
リ
ー
グ
）
、
サ
ッ
カ
ー

日
本
代
表
の
試
合
な
ど
で
も

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
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我
が
街
紹
介

さ
い
た
ま
市

【施設概要】
住所 埼玉県さいたま市

緑区東浦和
構造 RC造（鉄筋コンクリー

ト造）

地上 8階建て 31戸

セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
お
知
ら
せ

テ
ー
マ
「
災
害
時
、
あ
な
た
は
、
ど
う
し
ま
す
か
？
」

ビ
デ
オ
視
聴
、
相
談
会
後
、
同
会
館
東
側
外
庭
に
お
い

ミ
ニ
炊
き
出
し
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

日

時
：
令
和
５
年
10
月
28
日
（
土
）
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場

所
：
越
谷
市
中
央
市
民
会
館
第
１
２
会
議
室
及
び
外
庭

費

用
：
セ
ミ
ナ
ー
の
み
参
加
２
０
名

無
料
、

セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
、
ミ
ニ
炊
き
出
し
訓
練
参
加
の
方
、
会
場

都
合
上
１
０
名
、
食
材
費
５
０
０
円
、
飲
み
物
は
各
自
持
参

申
し
込
み
締
め
切
り
日
：
10
月
25
日
午
後
3
時
迄
（
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
）

申
込
先
：
当
会U

RL

「
フ
ォ
ー
ム
メ
ー
ラ
ー
」
欄
に
「
セ
ミ
ナ
ー
希
望
と

記
載
し
送
信
、
又
は
0
9
0-

4
8
4
9-
3
3
9
0

迄

尚
、
天
候
に

よ
り
ミ
ニ
炊
き
出
し
中
止
の
場
合
も
有
り
ま
す
。

ベルシャドウ東浦和


